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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画面処理システムであって、
　作業に関する情報の種別及び前記作業のステータスを少なくとも表示する第１の表示領
域と、前記第１の表示領域の表示に対応して前記情報の説明及び前記ステータスの説明を
少なくとも表示する第２の表示領域と、を有するとともに、ボタンとしての機能も有する
情報ブロックを生成する情報ブロック生成処理部と、
　所定の条件に適合する前記情報ブロックのリストが表示されるアシストビューを生成す
る画面生成処理部と、を備え、
　前記画面処理システムは、
　複数の画面を用いて情報処理がされる場合も、各画面において、同じ機能及び同じレイ
アウトで前記情報ブロックを表示させて情報処理を行い、
　前記画面生成処理部によって、生成された前記アシストビューを前記画面に表示し、
　入力部を介して、表示されている前記情報ブロックにおける所定の箇所が選択入力され
ると、
　前記情報ブロックを、前記情報ブロックと同じ前記第１の表示領域と前記第２の表示領
域とを有する、新たな前記情報ブロックを複数用いた分離展開による展開表示を行うこと
で、前記アシストビュー内に、前記作業に関する概要情報をすべて表示し、前記展開表示
されている情報ブロックにおける所定の箇所が選択入力されると、前記展開表示が展開前
の表示に戻る
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　ことを特徴とする画面処理システム。
【請求項２】
　前記展開表示では、前記アシストビュー内で指定される指定日に実施されるオーダの情
報ブロックが表示される
　ことを特徴とする請求項１に記載の画面処理システム。
【請求項３】
　前記画面生成処理部は、
　任意の前記情報ブロックが入力部を介して選択入力されると、前記選択入力された情報
ブロックに関連する情報を有する情報ブロック関連エリアを生成し、
　前記情報ブロック関連エリアには、
　前記選択された情報ブロックの前記作業に関する情報の詳細な内容が表示される詳細情
報表示エリア
　が含まれることを特徴とする請求項１に記載の画面処理システム。
【請求項４】
　前記画面生成処理部は、
　前記情報ブロックの情報を編集するための編集用画面を生成し、
　前記画面処理システムは、
　生成された編集用画面を前記画面に表示して情報処理を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の画面処理システム。
【請求項５】
　前記情報ブロック生成処理部は、
　新規の情報ブロックもしくは前記作業に関する情報を変更された情報ブロックが存在す
る場合、前記新規の情報ブロックもしくは前記作業に関する情報を変更された情報ブロッ
クが存在することを示す新着通知表示を生成し、
　生成された前記新着通知表示を画面に表示して情報処理を行う
　ことを特徴とする請求項１に記載の画面処理システム。
【請求項６】
　前記新着通知表示は、非表示とすることができる
　ことを特徴とする請求項５に記載の画面処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報を表示する画面処理システムの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療現場等で、従来紙によって作成されていたカルテの代わりに、電子データ化した電
子カルテが使用されるようになってきている。
　特許文献１には、電子カルテに記載のオーダ（医師による指示）を、患者毎に一覧表示
する医療項目確認システム及び方法、並びにコンピュータプログラムが開示されている。
　また、特許文献２には、患者毎にオーダのステータス（実施の有無等）が一覧表示され
る医療情報処理装置、医療情報処理方法、及び医療情報処理プログラムが開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－６３２８号公報
【特許文献２】特開２０１０－９２２１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　ここで、中小病院では大病院と比べ、一個人の業務範囲が複数の業務をこなす必要性が
高い。
　このように、一人のスタッフが複数の業務種の画面を操作する必要がある場合がある。
その結果、一人のスタッフが異なる業務種の画面を切り替えたとき、同じ情報が異なる画
面エリアに表示されたり、情報の細かさが異なっていたりする場合があり、これらが作業
の効率性を下げている。
　特許文献１，２に記載の技術では、このような画面切り替えに対応できていない。
【０００５】
　また、特許文献１，２に記載の技術では、ワークフローの表示が考慮されていないため
、現在、ワークフローのどの段階であるのかが分かりにくい。また、ワークフローの編集
についても、当然考慮されていない。
【０００６】
　このような背景に鑑みて本発明がなされたのであり、本発明は、業務を効率的に行うこ
とができる画面処理を行うことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記した課題を解決するため、本発明は、画面処理システムであって、作業に関する情
報の種別及び前記作業のステータスを少なくとも表示する第１の表示領域と、前記第１の
表示領域の表示に対応して前記情報の説明及び前記ステータスの説明を少なくとも表示す
る第２の表示領域と、を有するとともに、ボタンとしての機能も有する情報ブロックを生
成する情報ブロック生成処理部と、所定の条件に適合する前記情報ブロックのリストが表
示されるアシストビューを生成する画面生成処理部と、を備え、前記画面処理システムは
、複数の画面を用いて情報処理がされる場合も、各画面において、同じ機能及び同じレイ
アウトで前記情報ブロックを表示させて情報処理を行い、前記画面生成処理部によって、
生成された前記アシストビューを前記画面に表示し、入力部を介して、表示されている前
記情報ブロックにおける所定の箇所が選択入力されると、前記情報ブロックを、前記情報
ブロックと同じ前記第１の表示領域と前記第２の表示領域とを有する、新たな前記情報ブ
ロックを複数用いた分離展開による展開表示を行うことで、前記アシストビュー内に、前
記作業に関する概要情報をすべて表示し、前記展開表示されている情報ブロックにおける
所定の箇所が選択入力されると、前記展開表示が展開前の表示に戻ることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、業務を効率的に行うことができる画面処理を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態に係る画面処理システムの構成例を示す図である。
【図２】本実施形態に係る画面処理システムを構成するサーバ、データベース、クライア
ント端末の構成例を示す図である。
【図３】本実施形態に係るオーダテーブルの例を示す図である。
【図４】本実施形態に係るレイアウトテーブルの例を示す図である。
【図５】本実施形態に係るワークフローデータの例を示す図である。
【図６】本実施形態に係るオーダブロックの生成・登録の処理手順を示すフローチャート
である。
【図７】本実施形態に係る画面表示の処理手順を示すフローチャートである。
【図８】本実施形態に係るオーダブロック編集の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】本実施形態に係るワークフロー作成の処理手順を示すフローチャートである。
【図１０】本実施形態に係るワークフロー編集の処理手順を示すフローチャートである。
【図１１】本実施形態に係るワークフローの作業手順の一例を示すフローチャート（その
１）である。
【図１２】医師用の患者記録画面の例を示す図（その１）である。
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【図１３】医師用の患者記録画面の例を示す図（その２）である。
【図１４】医師によるオーダブロックの作成画面の例を示す図である。
【図１５】薬剤師用の業務画面の例を示す図（その１）である。
【図１６】薬剤師用の業務画面の例を示す図（その２）である。
【図１７】薬剤師用の患者記録画面の例を示す図（その１）である。
【図１８】看護師用の業務画面の例を示す図（その１）である。
【図１９】看護師用の診療カレンダ画面の例を示す図（その１）である。
【図２０】看護師用の診療カレンダ画面の例を示す図（その２）である。
【図２１】看護師用の患者記録画面の例を示す図（その１）である。
【図２２】本実施形態に係るワークフローの作業手順の一例を示すフローチャート（その
２）である。
【図２３】放射線技師用の業務画面の例を示す図である。
【図２４】放射線技師用の患者記録画面の例を示す図である。
【図２５】医師用の患者記録画面の例を示す図（その３）である。
【図２６】医師用の患者記録画面の例を示す図（その４）である。
【図２７】本実施形態に係るワークフローの作業手順の一例を示すフローチャート（その
３）である。
【図２８】薬剤師用の患者記録画面の例を示す図（その２）である。
【図２９】医師用の業務画面の例を示す図である。
【図３０】医師用の患者記録画面の例を示す図（その５）である。
【図３１】看護師用の業務画面の例を示す図（その２）である。
【図３２】医師用の患者記録画面の変形例を示す図である。
【図３３】看護師用の患者記録画面の例を示す図（その２）である。
【図３４】オーダブロックの別の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本発明を実施するための形態（「実施形態」という）について、適宜図面を参照
しながら詳細に説明する。
　なお、各図面において、同一の要素には同一の符号を付し、適宜、説明を省略する。ま
た、各図面において、説明に必要のない要素の符号を適宜省略する場合がある。なお、本
実施形態は中小病院を対象とした画面処理システムである。もちろん、本実施形態に係る
画面処理システムを大病院に適用することも可能である。
【００１１】
［システム構成］
　図１は、本実施形態に係る画面処理システムの構成例を示す図である。
　画面処理システムＺは、サーバ１と、サーバ１に接続しているデータベース２を有して
いる。
　そして、内科、外科、看護科、放射線科、薬剤科等といった各科にクライアント端末３
、プリンタ４等が設置してある。各科のクライアント端末３や、プリンタ４はＬＡＮ（Lo
cal Area Network）等のネットワーク７を介して、サーバ１に接続している。また、各部
にはバーコードリーダ５や、スキャナ６等が適宜設置されていてもよい。バーコードリー
ダ５は、注射器や、薬品が入っている瓶等に貼付されているバーコードから、薬品等に関
する情報を読み取るためのものであるが、バーコードをＩＣ（Integrated Circuit）タグ
に置き替えて、バーコードリーダ５の代わりにＩＣタグリーダが設置されるようにしても
よい。
【００１２】
［装置構成］
　図２は、本実施形態に係る画面処理システムを構成するサーバ、データベース、クライ
アント端末の構成例を示す図である。
　データベース２には、オーダテーブル２０１及びレイアウトテーブル２０２が格納さえ
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ている。オーダテーブル２０１には、医師による指示であるオーダ（作業に関する情報）
に関する情報が格納されている。また、レイアウトテーブル２０２には、オーダブロック
（情報ブロック）のレイアウトに関する情報が格納されている。
　また、データベース２には、電子カルテに関する情報である電子カルテデータ２０３や
、医療に係る作業の順番を示すワークフローに関する情報であるワークフローデータ２０
４が格納されている。
【００１３】
　サーバ１には、記憶装置１２０に格納されているプログラムがＲＡＭ（Random Access 
Memory）等のメモリ１１０に展開され、ＣＰＵ（Central Processing Unit）１３０によ
って実行されることで、処理部１００と、処理部１００を構成するオーダブロック生成処
理部（情報ブロック生成処理部）１０１と、画面生成処理部１０２と、変換処理部１０３
と、登録部１０４とを具現化している。
【００１４】
　オーダブロック生成処理部１０１は、クライアント端末３から要求を受信すると、ワー
クフローデータ２０４等を用いて、データベース２のオーダテーブル２０１と、レイアウ
トテーブル２０２とから後記するオーダブロックを生成する。
　また、画面生成処理部１０２は、クライアント端末３から要求を受信すると、後記する
アシストビュー等といったオーダブロック以外の画面を生成する。
　変換処理部１０３は、オーダブロック生成処理部１０１で生成されたオーダブロックや
、画面生成処理部１０２で生成された画面をＨＴＭＬ（Hypertext Markup Language）に
変換する。
　登録部１０４は、ユーザによってオーダの追加や、オーダの変更、ワークフローの作成
、変更等があった場合、作成又は変更されたデータをデータベース２のオーダテーブル２
０１や、ワークフローデータ２０４に格納する。
【００１５】
　さらに、サーバ１は、ＬＡＮ等のネットワーク７を介して、外部の装置（クライアント
端末３等）と情報を送受信する送受信装置１４０を有している。
【００１６】
　クライアント端末３には、記憶装置３２０に格納されているプログラムがＲＡＭ等のメ
モリ３１０に展開され、ＣＰＵ３３０によって実行されることで、処理部３００及び処理
部３００を構成する表示処理部３０１が具現化している。
　表示処理部３０１は、サーバ１に画面送信要求を行い、サーバ１にて生成された画面や
、オーダブロックをサーバ１から受信して、クライアント端末３自身の表示装置３６０に
表示する。また、入力装置（入力部）３５０を介して入力された情報を表示装置３６０の
画面上に反映する。
【００１７】
　さらに、クライアント端末３は、キーボードや、マウス等の入力装置３５０と、ディス
プレイ等の表示装置３６０とを有している。
　また、クライアント端末３は、ＬＡＮ等のネットワーク７を介して、外部の装置（サー
バ１等）と情報を送受信する送受信装置３４０を有している。
【００１８】
　なお、クライアント端末３がサーバ１の機能のうち、少なくとも１つを有していてもよ
いし、クライアント端末３がサーバ１におけるすべての機能を有していてもよい。
　また、データベース２に格納されている各データがサーバ１の記憶装置１２０に格納さ
れていてもよいし、クライアント端末３の記憶装置３２０に格納されていてもよい。
【００１９】
［オーダテーブル］
　図３は、本実施形態に係るオーダテーブルの例を示す図である。
　図３に示すように、オーダテーブル２０１は、オーダ番号、オーダ種別、オーダ情報の
各情報を有している。
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　オーダ番号は、オーダに対して一意に付与される識別番号であり、新規のオーダが作成
されたときに登録部１０４によって付与されるものである。
　オーダ種別は、画像を示す「Ｇａｚｏｕ」や、検査を示す「Ｋｅｎｓａ」等、オーダの
種別を示す情報である。
　オーダ情報は、該当するオーダの詳細な内容が記述されているものであり、どのレイア
ウトに該当するかを示す「オーダコード」や、オーダの作成・登録した者を示す「登録者
」や、オーダが作成された日付を示す「日付」等といった情報が記述されている。
【００２０】
［レイアウトテーブル］
　図４は、本実施形態に係るレイアウトテーブルの例を示す図である。
　図４に示すように、レイアウトテーブル２０２は、オーダコード、オーダ種名、レイア
ウト情報を有している。
　オーダコードは、オーダテーブル２０１において説明したように、レイアウトの種別を
示す情報である。
　オーダ種名は、該当するオーダブロックのオーダの種別に関する情報である。
　レイアウト情報は、オーダブロックにおける具体的なレイアウトに関する情報である。
【００２１】
［ワークフローデータ］
　図５は、本実施形態に係るワークフローデータの例を示す図である。
　図５に示すように、ワークフローデータ２０４には、ワークフローの編集を許可されて
いる人物の識別符号（図５の例では、「Ａｌｌ」すなわち全員）がヘッダ情報として付さ
れている。つまり、ワークフローの編集が可能な人物が設定されている。
　また、データ本体としてワークフローの順番が格納されている。図５の例では、最初が
「医師太郎」であり、その次が「薬剤科」であり、最後が「看護科」となっている。ここ
で、「薬剤科」は薬剤科全員が対象であり、「看護科」は看護科全員が対象である。
　このように、ワークフローデータ２０４のデータ本体には、個人名だけでなく、科や、
部単位での指定が可能である。
【００２２】
［フローチャート］
　次に、図１～図４を参照しつつ、図６～図１０によって、各処理の説明を行う。
（オーダブロック生成・登録）
　図６は、本実施形態に係るオーダブロックの生成・登録の処理手順を示すフローチャー
トである。
　まず、ユーザ（医師等）が、クライアント端末３の表示装置３６０を参照しつつ、入力
装置３５０を介して、オーダブロックを作成する（Ｓ１１）。
　すると、クライアント端末３の表示処理部３０１が、サーバ１へ作成したオーダブロッ
クに関する情報を送信する（Ｓ１２）。
　そして、ステップＳ１２で送信された情報を受信したサーバ１の登録部１０４は、受信
したオーダブロックの情報からオーダ情報を抽出すると、オーダテーブル２０１に格納す
る（Ｓ１３）。具体的には以下のような処理が行われる。新規に作成されたオーダブロッ
クの情報には、例えば、ヘッダとして新規に作成されたことを示す情報が格納されている
。登録部１０４は、このようなオーダブロックの情報を受信すると、オーダ番号を生成す
る。そして、登録部１０４は、生成したオーダ番号と共に、受信したオーダブロックの情
報をオーダテーブル２０１に格納する。
【００２３】
（画面表示）
　図７は、本実施形態に係る画面表示の処理手順を示すフローチャートである。
　まず、クライアント端末３の表示処理部３０１が、画面送信要求をサーバ１へ送信する
（Ｓ２１）。
　すると、サーバ１のオーダブロック生成処理部１０１が、画面送信要求を基に、オーダ
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テーブル２０１と、レイアウトテーブル２０２とからオーダブロックを生成する（Ｓ２２
）。
　そして、画面生成処理部１０２は、ワークフローデータ２０４等を基に、各画面を生成
するとともに、生成したオーダブロックを画面中に配置することで、各画面を生成する（
Ｓ２３）。
　次に、変換処理部１０３が、生成した画面をＨＴＭＬに変換し（Ｓ２４）、画面送信要
求元のクライアント端末３へ送信する（Ｓ２５）。なお、ステップＳ２４の処理は省略さ
れてもよい。
　そして、クライアント端末３の表示処理部３０１は、送信された画面を表示装置３６０
に表示する（Ｓ２６）。
【００２４】
（オーダブロック編集）
　図８は、本実施形態に係るオーダブロック編集の処理手順を示すフローチャートである
。
　まず、ユーザ（医師等）が、クライアント端末３の表示装置３６０の画面を参照しつつ
、入力装置３５０を介して、オーダブロックを編集する（Ｓ３１）。具体的には、表示装
置３６０にオーダブロックの編集画面を表示し、ユーザ（医師等）が入力装置３５０を介
してオーダ内容の編集を行うことでオーダブロックが編集される。
　すると、クライアント端末３の表示処理部３０１が、サーバ１へ編集したオーダブロッ
クに関する情報を送信する（Ｓ３２）。
　そして、ステップＳ３２で送信された情報を受信したサーバ１の登録部１０４は、受信
したオーダブロックの情報からオーダ情報を抽出すると、オーダテーブル２０１に格納す
る（Ｓ３３）。具体的には以下のような処理が行われる。新規ではないオーダブロックの
情報には、例えば、ヘッダとしてオーダ番号が格納されている。登録部１０４は、このよ
うなオーダブロックの情報を受信すると、ヘッダのオーダ番号をキーとして、受信したオ
ーダブロックの情報をオーダテーブル２０１に格納する。
【００２５】
（ワークフロー作成）
　図９は、本実施形態に係るワークフロー作成の処理手順を示すフローチャートである。
　まず、ユーザが、クライアント端末３の表示装置３６０を参照しつつ、入力装置３５０
を介して、ワークフローを作成する（Ｓ４１）。
　次に、クライアント端末３の表示処理部３０１がワークフローの情報をサーバ１へ送信
する（Ｓ４２）。
　ワークフローの情報を受信したサーバ１の登録部１０４が受信したワークフローの情報
をワークフローデータ２０４に格納する（Ｓ４３）。
【００２６】
（ワークフロー編集）
　図１０は、本実施形態に係るワークフロー編集の処理手順を示すフローチャートである
。
　まず、ユーザが、クライアント端末３の表示装置３６０を参照しつつ、入力装置３５０
を介して、ワークフローを編集する（Ｓ５１）。
　次に、クライアント端末３の表示処理部３０１がワークフローの編集情報をサーバ１へ
送信する（Ｓ５２）。
　ワークフローの編集情報を受信したサーバ１の登録部１０４が受信したワークフローの
編集情報でワークフローデータ２０４を更新する（Ｓ５３）。
【００２７】
［薬剤指示→調剤→薬剤処方］
　まず、図１１～図２１を参照して、ワークフローの一例として、医師が薬剤をオーダし
、薬剤師が医師のオーダに従って薬剤を調剤し、看護師が調剤された薬剤を処方するワー
クフローを説明する。
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　なお、以降の説明において、「オーダブロックＤ１」と記載されている場合は、特定の
オーダブロックを指すのではなく、オーダブロック全体を指しているものとする。また、
その他のオーダブロックの表記（「オーダブロックＡ１２７」や、「オーダブロックＡ１
２７（Ｄ１）」等」は、特定のオーダブロックを指しているものとする。
　また、以降の説明において、画面を操作している特定のユーザを示すときは「ユーザ（
医師）」等とし、効果等、特定のユーザに限らないときは単に「ユーザ」と記載する。
【００２８】
（作業手順）
　まず、本ワークフローについての、作業手順を図１１のフローチャートで示す。
　最初に、ユーザ（医師）が患者記録画面をクライアント端末３の表示装置３６０に表示
する（Ｓ１０１）。
　次に、ユーザ（医師）は、新規のオーダブロックを作成する（Ｓ１０２）ことで、新規
オーダを作成する。なお、オーダの作成、変更、中止を行うのは常に医師である。
　そして、ユーザ（医師）は、作成した新規オーダを薬剤師に送信する（Ｓ１０３）。
【００２９】
　医師から送られた新規オーダを受信したユーザ（薬剤師）は、オーダブロックを確認す
る（Ｓ１０４）ことで、受信した（新着の）オーダを確認する。
　そして、ユーザ（薬剤師）は、オーダに基づいて調剤を行う（Ｓ１０５）。
　その後、ユーザ（薬剤師）は、調剤が完了した旨を登録する（Ｓ１０６）ことで、次の
ワークフローの担当者である看護師にオーダが送られる。
【００３０】
　次のワークフローにおけるユーザ（看護師）は、薬剤師から調剤が完了した旨を通知さ
れると、オーダブロックを確認する（Ｓ１０７）ことで、新着のオーダを確認する。
　次に、ステップＳ１０７において、ユーザ（看護師）は診療カレンダを表示したり、処
方する薬に関するオーダブロックを展開したりして、オーダを確認する。
　続いて、ユーザ（看護師）は、オーダブロックに記載されているオーダに従って、患者
への服薬を行う（Ｓ１０８）。
　その後、ユーザ（看護師）は服薬が完了した旨をサーバ１に登録する（Ｓ１０９）。
【００３１】
　以下に、図１１の処理手順に伴う画面遷移を図１２～図２１を参照して説明する。ちな
みに、図１２～図２１の説明において、見出しに記載されているステップ番号は関連する
図１１のステップ番号である。
【００３２】
（患者記録画面：医師用：Ｓ１０１）
　図１２は、医師用の患者記録画面の例を示す図である。
　より詳しくは、図１２は、ユーザ（医師）が使用しているクライアント端末３の表示装
置３６０に表示されている画面であり、入力装置３５０を介して「患者記録」タブＡ１１
が選択されることで、患者記録画面Ａ１が表示されている。なお、図１２では、「患者記
録」タブＡ１１が選択されることで、患者記録画面Ａ１が表示されているが、「診療カレ
ンダ」タブが選択されれば、図１９等で後記する診療カレンダＣ１が表示される。また、
患者リストタブＡ１７０が選択されると、図１５等に示す業務画面Ｂ１が表示される。な
お、「検温表」タブが選択されることで、検温表が表示されるが、本実施形態では説明を
省略する。
　このような患者記録画面Ａ１、業務画面Ｂ１、診療カレンダＣ１の切り替えは、以降の
図において示す各画面において共通である。これにより、作業効率が改善される。
【００３３】
　患者記録画面Ａ１は、患者情報エリアＡ１１０、別エリアである患者記録エリアＡ１２
０、別エリアであるアシストビューＡ１３０、別エリアである詳細情報表示エリアＡ１４
０、さらに別エリアであるワークフローエリアＡ１５０を有している。ここで、アシスト
ビューＡ１３０、詳細情報表示エリアＡ１４０、ワークフローエリアＡ１５０を合わせて
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、オーダブロック関連エリア（情報ブロック関連エリア）と適宜称する。
　患者情報エリアＡ１１０は、患者記録画面Ａ１に表示されている患者の氏名や、患者に
関する諸情報が表示される。患者に対する諸情報とは、患者のＩＤ（Identification）、
生年月日、血液型、担当医師名、患者の症状、病名等である。
【００３４】
　患者記録エリアＡ１２０は、表示期間指定エリアＡ１２１、患者記録一覧エリアＡ１２
２を有している。
　表示期間指定エリアＡ１２１は、患者記録一覧エリアＡ１２２に表示される患者記録の
期間を指定するためのエリアである。本実施形態では、年月を示すバー上に表示される枠
によって期間が指定される。なお、このような形式に限らず、例えば、入力窓等の形式で
もよい。
【００３５】
　患者記録一覧エリアＡ１２２には、対象となる患者（図１２の場合は「日立　Ａ郎」）
について、表示期間指定エリアＡ１２１で指定された期間の診療録Ａ１２６（情報ブロッ
ク）や、看護記録が表示される（この図１２の例では看護記録は隠れている）。
　患者記録一覧エリアＡ１２２は、１つのレコード毎に医療行為種別、医療行為日時、検
査数（検査）、処置数（処置）、処方数（処方）、担当者名を有している。
　医療行為種別は、行われた医療行為の種別を示す情報であり、診療が行われれば「診」
が表示され、看護が行われれば「看」等といった情報が表示される。
【００３６】
　医療行為日時は、対象となる医療行為が行われた日時を示す。
　検査数は、対象となる医療行為が行われたときに発行された検査オーダの数である。同
様に、処置数は、対象となる医療行為が行われたときに発行された処置オーダの数であり
、処方数は、対象となる医療行為が行われたときに発行された処方オーダの数である。
　担当者名は、対象となる医療行為を行った担当者の氏名である。
【００３７】
　例えば、図１２の患者記録一覧エリアＡ１２２における一行目には、内科の「医師太郎
」が２０１４年２月１６日の１０：００に診療を行い（「診」）、その際、検査を２回、
処置を２回、処方を２回オーダを発行したことが表示されている。
【００３８】
　そして、ユーザ（医師）が患者記録一覧エリアＡ１２２のレコードを、入力装置３５０
を介して選択入力すると、患者詳細記録Ａ１２４が表示される。つまり、患者記録一覧エ
リアＡ１２２の１つのレコードが患者詳細記録Ａ１２４に変化する。ちなみに、図１２の
例では、患者記録一覧エリアＡ１２２の４行目（「２０１４／０２／１９」）及び５行目
（「２０１４／０２／２０」）が選択入力されている。
【００３９】
　患者詳細記録Ａ１２４には、医療行為種別、医療行為日時、担当者名とともに、診療録
Ａ１２６及びオーダブロックＡ１２７（Ｄ１），Ａ１２８（Ｄ１）等が表示される。
　診療録Ａ１２６は、医師が作成する診療録である。なお、図１２の例では、患者詳細記
録Ａ１２４が、診療に関するもの（「診」）であるので、診療録Ａ１２６が表示されるが
、看護に関するもの（「看」）であれば、看護記録が表示される。
【００４０】
　オーダブロックＡ１２７（Ｄ１），Ａ１２８（Ｄ１）は、医師によるオーダが記載され
ているものである。図１２の例において、オーダブロックＡ１２７は処方に関するオーダ
が記載されているものである。また、オーダブロックＡ１２８は注射に関するオーダが記
載されているものである。
【００４１】
　オーダブロックＤ１は、ヘッダ部（第１の表示領域）Ｄ２０１と、情報部（第２の表示
領域）Ｄ２０２とを少なくとも有している。
　ヘッダ部Ｄ２０１は、「処方」、「注射」といったオーダの種別（作業に関する情報の
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種別）や、「調剤済」、「未調剤」といったオーダに関する作業状態を示すステータス（
作業のステータス）を有している。また、ヘッダ部Ｄ２０１には、至急であるか否か（「
急」）、印刷されているか否か（「印」）、会計済みであるか否か（「￥」）といったサ
ブステータスを示すアイコンが示されている。さらに、ヘッダ部Ｄ２０１には、オーダが
出された科（「内科」）といった情報が示されている。
【００４２】
　情報部Ｄ２０２には、該当するオーダブロックＤ１のオーダの概要が記載されている。
例えば、オーダブロックＡ１２７のオーダブロックＤ１は、「処方」、つまり薬の処方に
関するオーダブロックＤ１である。そして、このオーダブロックＡ１２７の情報部Ｄ２０
２には、朝、昼、夕の１日３回処方されること（「分３（朝／昼／夕食後）」や、４日分
処方されることといったオーダの概要が示されている。また、オーダブロックＡ１２７の
情報部Ｄ２０２には、処方される薬が「●●●錠」及び「▲▲▲錠」であることが示され
ている。なお、「分３」とは１日３回という意味である。つまり、情報部Ｄ２０２には、
ヘッダ部Ｄ２０１の表示に対応してオーダの説明及びステータスの説明が表示されている
。
【００４３】
　このようなオーダブロックＤ１が表示されることで、ユーザはオーダの概要を容易に把
握することができる。
【００４４】
　また、オーダブロックＤ１は、該オーダブロックＤ１自身が表示可能な情報の数である
情報件数（作業に関する概要情報の数）Ｄ１０１を有している。情報件数Ｄ１０１は、オ
ーダブロックＤ１が展開したときに表示される作業の概要情報の件数である。
　例えば、入力装置３５０を介してユーザ（医師）が、アシストビューＡ１３０に表示さ
れているオーダブロックＡ１３１（Ｄ１）の情報件数Ｄ１０１（「３」）を選択入力する
と、オーダブロックＡ１３１が展開し、図１３に示すようなオーダブロックＡ１３１ａ（
Ｄ１）が表示される。
【００４５】
　オーダブロックＡ１３１ａでは、オーダブロックＡ１３１における３件分の情報である
、朝食後、昼食後、夕食後の処方についての情報の概要がすべて表示される。
　なお、オーダブロックＤ１は情報件数が選択入力されると展開されることに限らず、オ
ーダブロックＤ１の所定の箇所が選択入力されると展開されてもよい。
　オーダブロックＡ１３１ａにおける個々の情報の構成は、オーダブロックＡ１３１等と
同様であるので説明を省略する。
　そして、入力装置３５０を介してユーザ（医師）が閉ボタンＤ１０２（図１３）を選択
入力すると、オーダブロックＡ１３１ａが閉じて、図１２のオーダブロックＡ１３１に戻
る。
【００４６】
　このように、オーダブロックＤ１が展開されることで、詳細な情報が表示され、ユーザ
は、画面を切り替えることなく、オーダの概要と、オーダの詳細とを確認することができ
る。
　なお、以降の図面において、オーダブロックＤ１の構成は、図１２に示されるオーダブ
ロックＤ１と同様であるので、以降においてオーダブロックＤ１の構成についての説明を
省略する。また、オーダブロックＤ１は、いずれも図１３のオーダブロックＡ１３１ａの
ように展開が可能である。
【００４７】
　なお、図１２において、オーダブロックＤ１の数が、患者記録一覧エリアＡ１２２の検
査数、処置数、処方数に反映されている。
　つまり、「処方」に関するオーダブロックＤ１の数が処方数となり、「注射」等の「処
置」に関するオーダブロックＤ１の数が処置数となる。同様に、「検査」に関するオーダ
ブロックＤ１があれば、その数が検査数となる。
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【００４８】
　図１２の患者記録一覧エリアＡ１２２の５行目のレコード（「２０１４／０２／２０」
）は、現在の年月日に該当するレコードであり、すぐ上の４行目のレコード（「２０１４
／０２／１９」）と同様、レコードが展開されている状態であり（領域Ａ１２５）、医師
による診療録が記入中であることを示す。
【００４９】
　アシストビューＡ１３０は、「オーダ一覧」、「検査結果」、「患者情報」のタブを有
している。
　図１２の例は、「オーダ一覧」のタブが選択されている例を示す。
　「オーダ一覧」は指定された日に実施されるべきオーダがオーダブロックＤ１のリスト
として表示されている。
　図１２の例では、年月日指定窓Ａ１３３で指定された年月日（図１２の例では「２０１
４／０２／２０」）に実施されるべき（所定の条件に適合する）オーダのオーダブロック
Ａ１３１（Ｄ１），Ａ１３２（Ｄ１）がリストとして表示されている。
【００５０】
　なお、アシストビューＡ１３０に表示されているオーダブロックＡ１３１，Ａ１３２は
、患者記録一覧エリアＡ１２２の「２０１４／０２／１９」のレコード（４行目のレコー
ド）におけるオーダブロックＡ１２７，Ａ１２８と同じものである。
　これは、「２０１４／０２／２０」に実施されるべきオーダは、「２０１４／０２／１
９」に指示されたオーダであることを示している。
【００５１】
　このように、アシストビューＡ１３０によれば、年月日指定窓Ａ１３３で指定された年
月日に行うべきオーダを容易に確認することができる。
【００５２】
　なお、アシストビューＡ１３０の検査結果タブが選択されると、表示対象となっている
患者（「日立　Ａ郎」）の検査結果に関する情報が表示される。同様に、患者情報タブが
選択されると、患者に関する情報（血液型、通院記録等）が表示される。本実施形態では
、検査結果タブが選択された画面と、患者情報タブが選択された画面とを図示省略する。
【００５３】
　詳細情報表示エリアＡ１４０には、入力装置３５０を介して患者記録エリアＡ１２０や
、アシストビューＡ１３０で選択されたオーダブロックＤ１（Ａ１２７，Ａ１３１）にお
けるオーダの詳細な情報（オーダの詳細な内容）が表示される。なお、アシストビューＡ
１３０で選択されたオーダブロックＤ１だけではなく、患者記録一覧エリアＡ１２２に表
示されているオーダブロックＤ１が選択されても同様に、選択されたオーダブロックＤ１
の詳細な情報が表示される。
　このように、オーダブロックＤ１は情報を表示するのみでなく、詳細情報を表示するた
めのボタンとしての機能を有する。
【００５４】
　ワークフローエリアＡ１５０には、作業の順番を示すワークフローが表示されている。
　ワークフローエリアＡ１５０は、ワークフロー表示エリアＡ１５１と、コメントエリア
Ａ１５２とを有している。
　ワークフロー表示エリアＡ１５１には、ワークフローに関する情報が表示される。図１
２の例では、対象となっている作業は、ワークフローが指示医：医師太郎（医師）→調剤
：薬局（薬剤師）→服薬実施：病棟（看護師）の順番となっていることが示されている。
　また、ワークフロー表示エリアＡ１５１において、「指示医」の箇所が強調表示されて
いることから、現在の作業は医師による作業であることが分かる。
　コメントエリアＡ１５２は、コメントが入力されるエリアだが、コメントエリアＡ１５
２及びＰＵＳＨ通知設定部Ａ１５５は後記して説明する。
【００５５】
　図１２に示すように、コメントが入力されるコメントエリアＡ１５２と、ワークフロー



(12) JP 6154773 B2 2017.6.28

10

20

30

40

50

が表示されるワークフローエリアＡ１５１とは、それぞれの表示領域が対となるように、
並んで表示される。このようにすることで、ユーザはワークフローの確認と、コメントの
確認を容易に行うことができる。
【００５６】
　診療録Ａ１２６や、オーダブロックＤ１のそれぞれにはチェックボックスＡ１７１が表
示されている。ユーザ（医師）が、それぞれのチェックボックスＡ１７１にチェックを入
れることで、チェックの入っている診療録Ａ１２６や、オーダブロックＤ１等の印刷や、
コピー等を一斉に行うことができる。
　また、チェックボックスＡ１７１にチェックが入っている状態で、「Ｄｏ作成」ボタン
Ａ１８１が選択入力されることで、チェックが入っている診療録Ａ１２６や、オーダブロ
ックＤ１と同じ内容を有する診療録Ａ１２６や、オーダブロックＤ１が生成される。ユー
ザ（医師）は、このようにして生成された診療録Ａ１２６や、オーダブロックＤ１の内容
を適宜変更して、新たな診療録Ａ１２６や、オーダブロックＤ１を作成することで、診療
録Ａ１２６や、オーダブロックＤ１を作成する際の手間を軽減することができる。
【００５７】
　患者記録画面Ａ１は、医師用であるのでオーダブロックＤ１の新規作成、編集等が可能
である。しかしながら、患者記録画面Ａ１ではワークフローＡ１５０のコメントエリアＡ
１５２へのコメントの記入、ワークフロー表示エリアＡ１５１におけるワークフローの追
加、変更等はできない。
【００５８】
　入力装置３５０を介して、編集ボタンＡ１６１が選択入力されると、図１４に示す患者
記録画面Ａ１ａが表示される。
【００５９】
（患者記録画面：医師用：Ｓ１０２，Ｓ１０３）
　図１４は、医師によるオーダブロックの作成画面の例を示す図である。
　図１４の患者記録画面Ａ１ａは、図１３の編集ボタンＡ１６１が入力装置３５０を介し
て選択入力されることで表示されるものである。そして、患者記録画面Ａ１ａは、ワーク
フローの編集や、コメントの記入が可能な画面である。なお、ワークフローの編集や、コ
メントの記入については後記する。また、患者記録画面Ａ１ａにおいて、図１２の患者記
録画面Ａ１と同様の要素については、適宜同一の符号を付して説明を省略する。
【００６０】
　図１４に示すように、ユーザ（医師）がオーダブロックＤ１を新規に作成しようとする
場合、入力装置３５０を介して、ユーザ（医師）は新規作成ボタンＡ３１１を選択入力す
る。すると、プルダウンメニューＡ３１２が表示される。
　ユーザ（医師）は、表示されたプルダウンメニューＡ３１２の「オーダ」→「処方」を
選択する。
　すると、図１４に示すように、患者記録一覧エリアＡ１２２の「２０１４／０２／２０
」（現在の年月日）に新規のオーダブロックＡ３０１（Ｄ１）が表示される。
【００６１】
　ユーザ（医師）は表示された新規のオーダブロックＡ３０１を選択入力すると、詳細表
示エリアＡ３４０（プルダウンメニューＡ３１２に一部が隠れている）に編集画面が表示
される。つまり、詳細表示エリアＡ３４０が編集可能となる。ユーザ（医師）は、入力装
置３５０を介して詳細表示エリアＡ３４０にオーダの内容を入力しする。ユーザ（医師）
が、オーダ発行ボタンを選択入力することで、オーダブロックＡ３０１に詳細表示エリア
Ａ３４０に入力された内容が反映し、発行されたオーダの内容がサーバ１に送られ、登録
部１０４が発行したオーダの内容をオーダテーブル１０４に格納する。それと共に、オー
ダが次のワークフローである薬剤師（ワークフローエリアＡ１５０（図１２））に送信さ
れる。なお、オーダ発行ボタンは、図１４においてプルダウンメニューＡ３１２によって
隠されている。また、編集画面については、図１７において後記する。
　入力装置３５０を介して、オーダ発行ボタンが選択入力されると、オーダが入力された
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オーダブロックＡ３０１（Ｄ１）は、次の担当者に送られる。図１４の例において、次の
担当者は前記のように薬剤師である。
　ちなみに、プルダウンメニューＡ３１２の「オーダ」→「処方」が選択されると、図１
２の編集ボタンＡ１６１が、オーダ発行ボタンとなる。
【００６２】
　なお、図１４では、新規のオーダブロックＤ１の作成を説明したが、既存のオーダブロ
ックＤ１を選択して、同様の操作が行われることで、オーダブロックＤ１を編集すること
も可能である。
【００６３】
（業務画面：薬剤師用：Ｓ１０４）
　図１５は、薬剤師用の業務画面の例を示す図である。
　図１５、薬剤師が使用しているクライアント端末３に表示されている画面である。図１
５の例では、入力装置３５０を介して「院内」タブＢ１１１が選択されることで、院内、
つまり院内薬局（薬剤科）において調剤を行う対象患者に対する業務画面Ｂ１が表示され
ている。
【００６４】
　業務画面Ｂ１は、年月日選択窓Ｂ１０１、表示ステータス選択ボタンＢ１０２及び患者
情報リストＢ１０３を有している。
　年月日選択窓Ｂ１０１は、患者情報リストＢ１０３に表示される年月日を指定するため
の入力窓である。図１５の例では、「２０１４／０２／２０」が指定されている。
　表示ステータス選択ボタンＢ１０２は、患者情報リストＢ１０３に表示されるリストを
作業のステータスで絞り込むためのボタンである。図１５の例では、いずれの表示ステー
タス選択ボタンＢ１０２も選択されているため、すべてのステータスが患者情報リストＢ
１０３に表示されているが、患者情報リストＢ１０３が長いため、ステータスの一部は表
示されていない。なお、図１５の例では、表示ステータス選択ボタンＢ１０２が選択され
ている状態をドットで示している（以下の図面においても同様）。
【００６５】
　患者情報リストＢ１０３は、年月日選択窓Ｂ１０１及び表示ステータス選択ボタンＢ１
０２で入力又は選択された条件に適合する患者（ここでは院内薬局（薬剤科）において調
剤を行う対象患者）に関する情報が表示される。
　患者情報リストＢ１０３は、患者毎にステータス、患者名、患者ＩＤ、生年月日、性別
、年齢、ワークフローのフィールドを有する。
　ステータスは、現在における作業のステータスを示すものである。図１５は薬剤師が使
用する業務画面Ｂ１であるので、ステータスは、表示ステータス選択ボタンＢ１０２に対
応して「未調剤」、「調剤済」、「入力保留」、「服薬済」の４種類である。ここで、表
示されるステータスは、表示ステータス選択ボタンＢ１０２で選択されたステータスであ
る。前記したように、図１５の例では、いずれの表示ステータス選択ボタンＢ１０２も選
択されているので、すべてのステータスが表示されている。
　患者名、患者ＩＤ、生年月日、性別、年齢については説明を省略する。
【００６６】
　ワークフローのフィールドには、調剤オーダ元についての情報が表示されるとともに、
該当する患者に出されたオーダのオーダブロックＤ１が表示される。このように、同じ構
成のオーダブロックＤ１が各画面に共通して表示される。
　ここで、調剤オーダ元として「内科×２」が表示されているが、これは内科の医師によ
って発行されたオーダが２つあることを意味している。つまり、「内科×２」と表示され
ているレコードには、オーダブロックＤ１が２つ表示されることになる。図１５の例でも
、オーダブロックＤ１が横並びで２つ表示されている。
【００６７】
　オーダブロックＤ１の構成は、図１２に示すオーダブロックＤ１と同様である。また、
オーダブロックＤ１は、情報件数Ｄ１０１（「３」）を有している。ユーザ（薬剤師）が
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、この情報件数Ｄ１０１を選択入力すると、オーダブロックＤ１が展開する。展開したオ
ーダブロックＤ１は、図１３に示すオーダブロックＡ１３１ａと同様であるので、ここで
は図示省略する。
　なお、オーダブロックＤ１が展開されると、患者情報リストＢ１０３のレコードの高さ
が展開されたオーダブロックＤ１の高さに合わせて変わる。あわせて、図１５の例では、
患者情報リストＢ１０３の右端に表示されているスクロールバーにおけるノブのサイズが
変わる。
【００６８】
　なお、オーダブロックＢ１２１（Ｄ１）における新着通知表示Ｄ１１は、該クライアン
ト端末３を使用しているユーザ（薬剤師）が、図１７で後記する薬剤師用の患者記録画面
Ａ４におけるＰＵＳＨ通知設定部Ａ４５５で「ＰＵＳＨ通知する」のチェックボタンにチ
ェックを入力しておくと、表示されるものである。新着通知表示Ｄ１１は、新着のオーダ
ブロックＤ１（未読のオーダブロックＤ１）の有無を表示するものである。
【００６９】
　また、図１５の「院内」タブＢ１１１にも、新着のオーダブロックＤ１（未読のオーダ
ブロックＤ１）の有無を示す新着通知表示Ｅ１０１が表示されている。この新着通知表示
Ｅ１０１も、図１７で後記する患者記録画面Ａ４におけるＰＵＳＨ通知設定部Ａ４５５で
「ＰＵＳＨ通知する」のチェックボタンにチェックを入力しておくと、表示されるもので
ある。
　このような新着通知表示Ｄ１１，Ｅ１０１が表示されることで、ユーザは新着のオーダ
の有無を容易に確認することができる。つまり、新着通知表示Ｄ１１，Ｅ１０１は、新規
のオーダブロックＤ１もしくは情報を変更されたオーダブロックＤ１が存在する場合、新
規のオーダブロックＤ１もしくは情報を変更されたオーダブロックＤ１が存在することを
示すものである。
【００７０】
　なお、図１７で後記する患者記録画面Ａ４におけるＰＵＳＨ通知設定部Ａ４５５で「Ｐ
ＵＳＨ通知する」のチェックボタンにチェックを入力しないと、新着通知表示Ｄ１１，Ｅ
１０１は表示されないこと（非表示）になる。例えば、頻繁に新着のオーダブロックＤ１
を受信するような立場のユーザは、新着通知表示Ｄ１１，Ｅ１０１が表示されないように
設定することで、大量に新着通知表示Ｄ１１，Ｅ１０１が表示されるのを避けることがで
き、画面が煩雑になるのを防ぐことができる。
　閉ボタンＢ１２１については後記する。
【００７１】
　ここで、入力装置３５０を介して、表示されているオーダブロックＤ１の１つオーダブ
ロックＢ１２１を、ユーザ（薬剤師）が選択入力すると、図１６に示す業務画面Ｂ１ａに
画面が遷移する。
　業務画面Ｂ１ａでは、選択されたオーダブロックＢ１２１に関連する情報を有している
アシストビューＢ２３０、詳細情報表示エリアＢ２４０、ワークフローエリアＢ２５０（
すなわち、オーダブロック関連エリア）が表示される。
　なお、アシストビューＢ２３０、詳細情報表示エリアＢ２４０、ワークフローエリアＢ
２５０が表示されるに伴い、患者情報リストＢ１０３は紙面左方向に移動する。
【００７２】
　ここで、アシストビューＢ２３０には、図１５で選択されたオーダブロックＢ１２１と
同一の条件（ここでは、処方される年月日）を有するオーダブロックＡ４２２（Ｄ１）が
表示されている。
　詳細情報表示エリアＢ２４０には、図１５で選択されたオーダブロックＢ１２１の作業
（処方）に関する情報が表示されている。
　また、ワークフローＢ２５０には、図１５で選択されたオーダブロックＢ１２１に関連
するワークフローが表示されている。
【００７３】
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　アシストビューＢ２３０、詳細情報表示エリアＢ２４０、ワークフローエリアＢ２５０
は、内容が薬剤師向けの内容となっていることと、右下に編集ボタンＢ２６１が表示され
ていること以外は、図１２のアシストビューＡ１３０、詳細情報表示エリアＡ１４０、ワ
ークフローエリアＡ１５０と同様の内容であるため、ここでは説明を省略する。
【００７４】
　図１６に示すように、アシストビューＢ２３０、詳細情報表示エリアＢ２４０、ワーク
フローエリアＢ２５０が、患者情報リストＢ１０３と共に表示されることで、ユーザは患
者リストＢ１０３に記載の内容を見ながら、特定の患者の詳細な情報を確認することがで
きる。
【００７５】
　ここで、入力装置３５０を介して、ユーザ（薬剤師）が編集ボタンＢ２６１を選択入力
すると、オーダブロックＤ１の情報を編集するための編集用画面である、図１７に示す患
者記録画面Ａ２に画面が遷移する。
【００７６】
（患者記録画面：薬剤師用；Ｓ１０４～Ｓ１０６）
　図１７は、薬剤師用の患者記録画面の例を示す図である。
　図１７の患者記録画面Ａ４は、前記したように図１６の編集ボタンＢ２６１が選択入力
されたり、図１５の閉ボタンＢ１２１が選択入力されたりすることで表示される画面であ
る。ここで、図１５の閉ボタンＢ１２１は、図１６の編集ボタンＢ２６１を介さないで図
１７の患者記録画面Ａ４に遷移するためのボタンである。閉ボタンＢ１２１は、例えば、
図１５の業務画面Ｂ１において、特定のオーダブロックＤ１を選択することなく、図１７
の患者記録画面Ａ４に遷移したい場合等に用いられる。ここで、図１５の閉ボタンＢ１２
１は省略されてもよい（以下の図面においても同様である）。
　図１７における患者記録画面Ａ４は、タブＡ４０１が薬剤師向けに「院外」、「院内」
、「定期」となっていることや、右下に調剤完了ボタンＡ４６１が表示されていることや
、記載内容が薬剤師向けになっていること以外の主だった構成は図１２に示す患者記録画
面Ａ１と同様であるので、構成についての説明を省略する。
　なお、オーダブロックＡ４１１（Ｄ１），Ａ４２１（Ｄ１）は、新着通知表示Ｄ１１が
表示されていることから医師からの新着オーダブロックＤ１であることが分かる。
【００７７】
　ユーザ（薬剤師）は、患者記録画面Ａ４の詳細情報表示エリアＡ４４０等を参照して必
要な薬剤を調剤する。
　調剤が終了すると。ユーザ（薬剤師）は入力装置３５０を介して調剤完了ボタンＡ４６
１を選択入力する。
　すると、選択されているオーダブロックＡ４１１，Ａ４２１が、次の担当者に送られる
。図１７の例において、次の担当者はワークフローエリアＡ４５０には「服薬実施：病棟
Ａ」と記載されている。これは、次のワークフローが病棟Ａの看護師であることを示して
いる。
　すると、調剤が完了した旨に関する情報がサーバ１へ送信され、サーバ１の登録部１０
４は、データベース２におけるオーダテーブル２０１等に対して、調剤が完了した旨に関
する情報を格納する（ステータスを「調剤済」に変更する）。
【００７８】
　なお、患者記録画面Ａ４は、図１４の患者記録画面Ａ１ａに相当する、編集可能な患者
記録画面であり、ユーザ（薬剤師）はワークフローエリアＡ４５０においてワークフロー
を変更したり、コメントを記入したりすることができる。ワークフローの変更、コメント
の記入については後記する。
　ただし、患者記録画面Ａ４において、ユーザ（薬剤師）はオーダブロックＤ１の新規作
成、変更を行うことができない。
【００７９】
（業務画面：看護師用：Ｓ１０７～Ｓ１０９）
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　図１８は、看護師用の業務画面の例を示す図である。
　業務画面Ｂ３は、タブＢ３０１や、表示ステータス選択ボタンＢ３０２等が看護師向け
になっていること以外は、図１５の業務画面Ｂ１と同様であるため、共通の構成の説明を
省略する。
　業務画面Ｂ３においても、オーダブロックＤ１が表示されている。これらのオーダブロ
ックＤ１のうち、オーダブロックＢ３１１は新着通知表示Ｄ１１が表示されていることか
ら、このオーダブロックＢ３１１は薬剤師から送られてきた新着のオーダブロックＤ１で
あることがわかる。
【００８０】
　業務画面Ｂ３をユーザ（看護師）が確認することによって、ユーザ（看護師）は年月日
指定窓Ｂ３３０で指定されている「２０１４／０２／２０」のオーダを確認することがで
きる。
　また、オーダブロックＤ１が表示されることにより、ユーザ（看護師）はオーダの概要
を確認すると共に、オーダブロックＤ１の情報件数Ｄ１０１を選択入力することでオーダ
ブロックＤ１を展開することができる。オーダブロックＤ１を展開することにより、ユー
ザ（看護師）は、画面を切り替えることなくオーダの詳細な内容を確認することができる
。なお、展開されたオーダブロックＤ１は、図１３に示すオーダブロックＡ１３１ａと同
様であるので、ここでは図示及び説明を省略する。
【００８１】
　そして、ユーザ（看護師）が、入力装置３５０を介して閉ボタンＢ３２１を選択入力す
ることで、図１９に示す診療カレンダ画面Ｃ１が表示される。
【００８２】
（診療カレンダ：看護師用：Ｓ１０７）
　図１９は、看護師用の診療カレンダ画面の例を示す図である。
　なお、ここで、図１８の閉ボタンＢ３２１が選択入力されることで、図１９に示す診療
カレンダ画面Ｃ１が表示されたのは、前回ユーザ（看護師）が診療カレンダ画面Ｃ１で作
業を行っている状態から、図１８の業務画面Ｂ３に遷移していたからである。前回、患者
記録画面から業務画面Ｂ３に遷移されていれば、閉ボタンＢ３２１が選択入力されると、
画面は患者記録画面に遷移する。この場合、診療カレンダ画面Ｃ１に遷移するには、患者
記録画面から「診療カレンダ」タブがさらに選択入力される必要がある。
【００８３】
　診療カレンダ画面Ｃ１は、患者情報エリアＣ１１０、診療カレンダ表示エリアＣ１２０
を有している。
　患者情報エリアＣ１１０は、図１２の患者情報エリアＡ１１０と同様の情報が表示され
る。
　診療カレンダ表示エリアＣ１２０では、表示期間指定エリアＣ１２１と、診療カレンダ
Ｃ１２２とが表示されている。
【００８４】
　表示期間指定エリアＣ１２１は、図１２の表示期間指定エリアＡ１２１と同様、診療カ
レンダＣ１２２で表示される期間を指定するためのエリアである。本実施形態では、年月
を示すバー上に表示される枠によって期間が指定される。なお、このような形式に限らず
、例えば、入力窓に入力する等の形式でもよい。
【００８５】
　診療カレンダＣ１２２には、対象となる患者（ここでは、「日立　Ａ郎」）についての
、マイルストーン、経過記録、処方、注射、画像がレコードとして、日にちがフィールド
として表示される。
　ここで、マイルストーンとは、診療のワークフローや、入院のワークフローが表示され
る箇所であり、図１９ではこれらのマイルストーンに関する情報が表示されていない状態
である。
　経過記録のレコードには、診療に関する情報である診療録Ｃ１３１が表示されている。
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　処方のレコードには、薬の処方オーダに関する情報が表示され、処方に関するオーダブ
ロックＤ１が表示されている。
　注射のレコードには、注射のオーダに関する情報が表示され、注射に関するオーダブロ
ックＤ１が表示されている。
　画像のレコードには、画像検査のオーダに関する情報が表示され、画像検査に関するオ
ーダブロックＣ１４１（Ｄ１）が表示されている。
【００８６】
　また、診療カレンダＣ１２２において、マイルストーン、経過記録、処方、注射、画像
の各文字の下に表示されている３種類のアイコンは、以下の通りであるが、ここでは詳細
な説明を省略する。
　（１）該当するレコードに関するオーダブロックＤ１や、診療録Ｃ１３１等を新規に作
成するためのアイコン。
　（２）該当するレコードに表示されているオーダブロックＤ１のすべてを展開していな
い状態にするためのアイコン。
　（３）該当するレコードに表示されているオーダブロックＤ１のすべてを展開された状
態にするためのアイコン。
【００８７】
　ユーザ（看護師）が、入力装置３５０を介して、診療カレンダＣ１２２に表示されてい
るオーダブロックＤ１のうち、オーダブロックＣ１５１の「３」と表示されている情報件
数Ｄ１０１を選択入力すると、図２０に示すように、オーダブロックＣ１５１が展開され
たオーダブロックＣ１５１ａ（Ｄ１）が表示される。
　このとき、展開されたオーダブロックＣ１５１ａが表示されているレコード（「処方」
）の高さは、展開されたオーダブロックＣ１５１ａの高さに合わせて変化する。
　そして、ユーザ（看護師）が、入力装置３５０を介してオーダブロックＣ１５１ａの閉
ボタンＤ１０２を選択入力すると、オーダブロックＣ１５１ａが閉じて、図１９のオーダ
ブロックＣ１５１に戻る。
【００８８】
　このように、診療カレンダＣ１２２にオーダブロックＤ１を、他の画面と共通して表示
することにより、ユーザはオーダの概要を容易に確認することができる。さらに、オーダ
ブロックＤ１が展開されることで、ユーザはオーダの内容を画面を切り替えることなく確
認することができる。
【００８９】
　そして、ユーザ（看護師）が、入力装置３５０を介して、図２０における「患者記録」
タブＣ２０１を選択すると、図２１に示す患者記録画面Ａ７が表示される。
【００９０】
　ちなみに、ユーザ（看護師）が入力装置３５０を介して、オーダブロックＤ１を選択入
力すると、選択入力されたオーダブロックＤ１に対するアシストビュー、詳細情報表示エ
リア、ワークフローエリアが図１６と同様の形式で表示される。
【００９１】
（患者記録画面：看護師用：Ｓ１０７）
　図２１は、看護師用の患者記録画面の例を示す図である。
　図２１に示す患者記録画面Ａ７は、タブＡ７０１が看護師向けに「病棟Ａ」、「病棟Ｂ
」、「病棟Ｃ」となっていることや、詳細情報表示エリアＡ７４０における表示内容が看
護師向けの内容であることや、右下に服薬登録ボタンＡ７６１が表示されていること以外
は図１２に示す患者記録画面Ａ１と同様であるので、主な構成の説明を省略する。
【００９２】
　なお、患者記録エリアＡ７２０に表示されているオーダブロックＡ７２１（Ｄ１）や、
アシストビューＡ７３０に表示されているオーダブロックＡ７３１（Ｄ１）には新着通知
表示Ｄ１１が表示されているので、このオーダブロックＤ１は調剤師から送られてきた新
着のオーダであることが分かる。
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【００９３】
　また、タブＡ７０１の「病棟Ｂ」に新着通知表示Ｅ１０１が表示されている。これによ
り、ユーザ（看護師）は病棟Ｂについて新着のオーダブロックＤ１が来ていることが分か
る。
　なお、オーダブロックＡ７２１とオーダブロックＡ７３１には、同じ内容を示すオーダ
が記載されている。
　また、オーダブロックＡ７３１は展開された状態であるが、オーダブロックＡ７２１は
たたまれた状態となっている。
【００９４】
　ユーザ（看護師）は、オーダブロックＤ１に従って、該当する患者（ここでは「日立　
Ａ郎」）に服薬させると、入力装置３５０を介して服薬登録ボタンＡ７６１を選択入力す
る（Ｓ１０９）。すると、服薬が完了した旨に関する情報がサーバ１へ送信され、サーバ
１の登録部１０４は、データベース２におけるオーダテーブル２０１等に対して、服薬が
完了した旨に関する情報を格納する。
　これにより、一連のワークフローが終了する。
　なお、服薬登録ボタンＡ７６１が選択入力されると、服薬が完了した旨の情報が付され
たオーダブロックＤ１が医師に送信されてもよい。
【００９５】
　また、患者記録画面Ａ７は、図１４の患者記録画面Ａ１ａに相当する、編集可能な患者
記録画面であり、ユーザ（看護師）はワークフローエリアＡ７５０においてワークフロー
を変更したり、コメントを記入したりすることができる。ワークフローの変更、コメント
の記入については後記する。
　ただし、患者記録画面Ａ７において、ユーザ（看護師）はオーダブロックＤ１の新規作
成、変更を行うことができない。
【００９６】
［ＣＴ撮影指示→ＣＴ撮影→確認］
　次に、図２２～図２６を参照して、医師が放射線技師にＣＴ撮影をオーダし、放射線技
師がオーダに従ってＣＴを撮影した後、医師が撮影されたＣＴを確認するワークフローを
説明する。
【００９７】
（作業手順）
　まず、本ワークフローについての、作業手順を図２２のフローチャートで示す。
　最初に、医師が患者記録画面を開くことで、クライアント端末３の表示装置３６０に患
者記録画面が表示される（Ｓ２０１）。
　次に、医師は、ＣＴ撮影を指示する新規のオーダブロックを作成する（Ｓ２０２）こと
で、新規オーダを作成する。
　そして、医師は、作成した新規オーダを放射線技師に送信する（Ｓ２０３）。
【００９８】
　医師から送られた新規オーダを受信した放射線技師は、オーダブロックを確認する（Ｓ
２０４）ことで、受信した（新着の）オーダを確認する。
　そして、放射線技師は、オーダに基づいてＣＴ撮影を行う（Ｓ２０５）。
　その後、放射線技師は、検査結果をサーバ１に登録する（Ｓ２０６）。
【００９９】
　検査結果が登録された旨の通知が、新着のオーダブロックとして医師のクライアント端
末３の表示装置３６０に表示されるので、医師は新着のオーダブロックを確認する（Ｓ２
０７）。
　そして、医師は、オーダブロックの内容から検査結果をクライアント端末３の表示装置
３６０に表示させ（Ｓ２０８）、検査結果を確認する。
　なお、医師によるＣＴ撮影のオーダは、図１２～図１４で示した手順と同様の手順で行
われるので、図示及び説明を省略し、放射線技師の元に医師からのオーダが到着したとこ
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ろから説明を始める。
【０１００】
　以下に、図２２の処理手順に伴う画面遷移を図２３～図２６を参照して説明する。ちな
みに、図２３～図２６の説明において、見出しに記載されているステップ番号は該当する
図２２のステップ番号である。
　なお、以下の図２３～図２６において、患者記録画面、業務画面、診療カレンダは同じ
画面において、切替可能である。
【０１０１】
（業務画面：放射線技師用：Ｓ２０４）
　図２３は、放射線技師用の業務画面の例を示す図である。
　図２３に示す業務画面Ｂ４は、タブＢ４０１や、表示ステータス選択ボタンＢ４０２等
が放射線技師向けになっていること以外は、図１５の業務画面Ｂ１と同様であるため、共
通な構成の説明を省略する。
　業務画面Ｂ４においても、患者情報リストＢ４０３においてオーダブロックＤ１が表示
されている。これらのオーダブロックＤ１のうち、オーダブロックＢ４１１は新着通知表
示Ｄ１１が表示されていることから、ユーザ（放射線技師）は新着のオーダブロックＤ１
が来ていることが分かる。
【０１０２】
　また、タブＢ４０１の「ＣＴ」タブに新着通知表示Ｅ１０１が表示されている。これに
より、ユーザ（放射線技師）は新着のＣＴ検査のオーダが届いていることを確認すること
ができる。新着通知表示Ｅ１０１は、図２４で後記するＰＵＳＨ通知設定部Ａ８５５で「
ＰＵＳＨ通知する」のチェックボタンにチェックを入力しておくと、表示されるものであ
る。
【０１０３】
　業務画面Ｂ４をユーザ（放射線技師）が確認することによって、ユーザ（放射線技師）
は、年月日指定窓Ｂ４３０で指定されている「２０１４／０２／２０」のオーダを確認す
ることができる。
　なお、図２３におけるオーダブロックＤ１には、情報件数Ｄ１０１（図１）が表示され
ていない。これは、オーダブロックＤ１に記載されているオーダの情報が１つであること
を示している。
【０１０４】
　ユーザ（放射線技師）が、入力装置３５０を介して閉ボタンＢ４２１を選択入力するこ
とで、図２４に示す患者記録画面Ａ８が表示される。
【０１０５】
（患者記録画面：放射線技師用：Ｓ２０４～Ｓ２０６）
　図２４は、放射線技師用の患者記録画面の例を示す図である。
　なお、ここで、図２３の閉ボタンＢ４２１が選択入力されることで、図２４に示す患者
記録画面Ａ８が表示されたのは、前回ユーザ（放射線技師）が患者記録画面Ａ８で作業を
行っている状態から、図２３の業務画面Ｂ４に遷移していたからである。前回、診療カレ
ンダから業務画面Ｂ４に遷移していれば、閉ボタンＢ４２１が選択入力されると、画面は
診療カレンダに遷移する。この場合、患者記録画面Ａ８に遷移するには、診療カレンダか
ら「患者記録画面」タブがさらに選択入力される必要がある。
【０１０６】
　図２４に示す患者記録画面Ａ８は、タブＡ８０１が放射線技師向けに「ＭＲＩ（Magnet
ic Resonance Imaging）」、「ＣＴ」、「ＵＳ（Ultrasonography）」となっていること
や、詳細情報表示エリアＡ８４０における表示内容が放射線技師向けの内容であることや
、右下に検査結果登録ボタンＡ８６１が表示されていること以外は図１２に示す患者記録
画面Ａ１と同様であるので、主な構成の説明を省略する。
【０１０７】
　なお、患者記録エリアＡ８２０に表示されているオーダブロックＡ８２１（Ｄ１）や、
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アシストビューＡ８３０に表示されているオーダブロックＡ８３１（Ｄ１）には新着通知
表示Ｄ１１が表示されているので、このオーダブロックＤ１は医師から送られてきた新着
のオーダであることが分かる。
　なお、オーダブロックＡ８２１とオーダブロックＡ８３１には、同じ内容を示すオーダ
が記載されている。
【０１０８】
　また、タブＡ８０１の「ＣＴ」タブに新着通知表示Ｅ１０１が表示されている。これに
より、ユーザ（放射線技師）は新着のＣＴ検査のオーダが届いていることを確認すること
ができる。新着通知表示Ｅ１０１は、ＰＵＳＨ通知設定部Ａ８５５で「ＰＵＳＨ通知する
」のチェックボタンにチェックを入力しておくと、表示されるものである。
【０１０９】
　ユーザ（放射線技師）は、該当する患者（ここでは「日立　Ａ郎」）にオーダブロック
Ｄ１に従って検査（ここでは、ＣＴ）を行う。
　そして、ユーザ（放射線技師）は、必要に応じてコメントエリアＡ８５２にコメントを
入力する。
　その後、ユーザ（放射線技師）は、入力装置３５０を介して検査結果登録ボタンＡ８６
１を選択入力する。すると、検査結果（ＣＴ画像）がサーバ１へ送信され、サーバ１の登
録部１０４は、処理対象となっている患者に関する電子カルテデータ２０３に検査結果（
ＣＴ画像）を格納する。
　すると、選択されているオーダブロックＡ８２１（Ａ８３１：Ｄ１）は、次の担当者に
送信される。図２４の例において、次の担当者はワークフローエリアＡ８５０に示されて
いるように医師である。
【０１１０】
　なお、図２４のアシストビューＡ８３０には、「処方」、「注射」等、ＣＴを担当する
放射線技師に対するオーダとは別のオーダのオーダブロックＤ１が表示されているが、設
定によってユーザ（放射線技師）に関係のあるオーダブロックＤ１のみが表示されるよう
にすることが可能である。
【０１１１】
　また、患者記録画面Ａ８は、図１４の患者記録画面Ａ１ａに相当する、編集可能な患者
記録画面であり、ユーザ（放射線技師）はワークフローエリアＡ８５０においてワークフ
ローを変更したり、コメントを記入したりすることができる。ワークフローの変更、コメ
ントの記入については後記する。
　ただし、患者記録画面Ａ８において、ユーザ（放射線技師）はオーダブロックＤ１の新
規作成、変更を行うことができない。
【０１１２】
（患者記録画面：医師用：Ｓ２０７）
　図２５は、医師用の患者記録画面の例を示す図である。
　図２５に示す患者記録画面Ａ９は、図１２に示す患者記録画面と内容が、ほぼ同様であ
るので相違点のみを記述することとする。
　まず、タブＡ９０１の「入院」タブに新着通知表示Ｅ１０１が表示されている。これに
より、ユーザ（医師）は入院患者に関して新着のオーダが返されていることを確認するこ
とができる。
【０１１３】
　そして、患者記録エリアＡ９２０に表示されているオーダブロックＡ９２１（Ｄ１）や
、アシストビューＡ９３０に表示されているオーダブロックＡ９３１（Ｄ１）には新着通
知表示Ｄ１１が表示されているので、このオーダブロックＤ１は放射線技師から送られて
きた新着のオーダであることが分かる。
　なお、オーダブロックＡ９２１とオーダブロックＡ９３１には、同じ内容を示すオーダ
が記載されている。
【０１１４】
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　さらに、オーダブロックＡ９２１や、オーダブロックＡ９３１には、コメント通知表示
Ｄ１２が表示されている。これは、該当するオーダブロックＤ１にコメントが記入されて
送られたことを示している。このコメントは、図２４のコメントエリアＡ８５２で入力さ
れたコメントである。
【０１１５】
　ユーザ（医師）が、入力装置３５０を介して、コメント通知表示Ｄ１２が表示されてい
るオーダブロックＡ９２１もしくはオーダブロックＡ９３１を選択入力する。すると、詳
細情報表示エリアＡ９４０に選択入力されたオーダブロックＤ１の詳細な情報が表示され
るとともに、ワークフローエリアＡ１５０のコメントエリアＡ９５２に送信元（ここでは
、放射線技師）で入力されたコメントが表示される。
【０１１６】
　そして、入力装置３５０を介して、ユーザ（医師）が検査結果確認ボタンＡ９６１を選
択入力すると、図２６に示すように、患者記録画面Ａ９の上に検査結果画像Ｆ１０１が表
示される。
　ここでは、ＣＴに関する処理であるので、検査結果画像Ｆ１０１はＣＴ画像である。ま
た、検査結果画像Ｆ１０１はデータベース２の電子カルテデータ２０３として保存されて
いる電子カルテであるが、ＰＡＣＳ（Picture Archiving and Communication System）か
ら取得されるものでもよい。
　そして、ユーザ（医師）は、検査結果画像Ｆ１０１を確認する。
　以上で、一連のワークフローが終了する。
【０１１７】
　なお、図２５に示す患者記録画面Ａ９は、図１２の患者記録画面Ａ１と同様、オーダブ
ロックＤ１の新規作成や、変更を行うことができる画面である。
【０１１８】
［ワークフロー編集］
　次に、図２７～図３１を参照して、ワークフローの編集手順とオーダの変更手順につい
て説明する。
　ここでは、医師から届いた調剤のオーダに誤りがある可能性があるため、薬剤師が医師
に確認を求める手順を示す。
【０１１９】
（作業手順）
　本ワークフローについての、作業手順を図２７のフローチャートで示す。
　まず、医師が患者記録画面を開くことで、表示装置３６０に患者記録画面を表示させる
（Ｓ３０１）。
　次に、医師は、新規のオーダブロックを作成する（Ｓ３０２）ことで、新規オーダを作
成する。
　そして、医師は、作成した新規オーダを薬剤師に送信する（Ｓ３０３）。
【０１２０】
　医師から送られた新規オーダを受信した薬剤師は、オーダブロックを確認する（Ｓ３０
４）ことで、受信した（新着の）オーダを把握する。
　ここで、薬剤師は、医師のオーダに誤りと思われる箇所を発見する。
　そこで、薬剤師は、ワークフローエリアのコメントエリアに、オーダに誤りと思われる
箇所がある旨のコメントを記入し（Ｓ３０５）、自身の後のワークフローに医師を追加す
る（Ｓ３０６）。
【０１２１】
　薬剤師から送られた新規オーダを受信した医師は、オーダブロックを確認する（Ｓ３０
７）ことで、受信した（新着の）オーダを把握する。
　オーダを確認した医師は、オーダを中止する、オーダを変更する、もしくはオーダをそ
のままとする、といったオーダに対する処置を行う（Ｓ３０８）。
【０１２２】
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　そして、薬剤師、看護師は、医師からのオーダに従って処置を行う（Ｓ３０９）。
　なお、医師による調剤のオーダは、図１２～図１６で示した手順と同様の手順で行われ
るので、図示及び説明を省略し、薬剤師の元に医師からのオーダが到着し、薬剤師が編集
可能な患者記録画面Ａ１０（図２８）を開いたところから説明を始める。
【０１２３】
　以下に、図２７の処理手順に伴う画面遷移を図２８～図３１を参照して説明する。なお
、図２８～図３１の説明において、見出しに記載されているステップ番号は該当する図２
７のステップ番号である。
　なお、以下の図２８～図３１において、患者記録画面、業務画面、診療カレンダは同じ
画面において、切替可能である。
【０１２４】
（患者記録画面：薬剤師用：Ｓ３０４～Ｓ３０６）
　図２８は、薬剤師用の患者記録画面の例を示す図である。
　図２８に示す患者記録画面Ａ１０は、図１７に示す患者記録画面Ａ４と同様の内容を有
するため、相違点のみを記述する。なお、図２８の患者記録画面Ａ１０は、図１６の業務
画面Ｂ１ａの編集ボタンＢ２６１が選択入力されることで表示される、編集可能な患者記
録画面である。
　前記したように、医師から調剤のオーダが届いたものの、オーダに誤りがある可能性が
あるため、ユーザ（薬剤師）は、入力装置３５０を介してワークフローエリアＡ１０５０
のコメントエリアＡ１０５２に医師宛のコメントを記入する。つまり、ユーザ（薬剤師）
は、入力装置３５０を介してワークフローエリアＡ１０５０のコメントエリアＡ１０５２
にワークフローに関連するコメントを記入する。
【０１２５】
　ここで、ワークフローＡ１０５０に示されているように、現状のワークフローでは、薬
剤師の後のワークフローは看護師となっている。
　しかしながら、ここでは、オーダを医師に差し戻して、オーダに誤りがあるか否かを医
師に確認してもらう必要がある。
　そこで、ユーザ（薬剤師）は、入力装置３５０を介して、ワークフローＡ１０５０のワ
ークフロー表示エリアＡ１０５１において、薬剤師と、看護師との間のワークフロー追加
ボタンＡ１０５５を選択入力する。
【０１２６】
　すると、ワークフロー選択画面Ｇ１０１が表示される。ユーザ（薬剤師）は、ここから
ワークフローに追加する担当者を選択する。ここでは、オーダを医師に差し戻すため、医
師が選択される。
【０１２７】
　ユーザ（薬剤師）は、入力装置３５０を介して、ワークフローに医師を選択追加した後
、入力完了ボタンＡ１０６１を選択入力する。
　すると、処理対象となっているオーダが、ワークフローに選択追加された医師に差し戻
される。
【０１２８】
　このように、編集可能な患者記録画面Ａ１０は、薬剤師用の画面であるので、ワークフ
ローの変更や、コメントの記入等ができるが、オーダブロックＤ１の編集を行うことはで
きない。看護師用や、放射線技師用の編集可能な患者記録画面も同様である。
【０１２９】
（業務画面：医師用：Ｓ３０７）
　図２９は、医師用の業務画面の例を示す図である。
　図２９に示す業務画面Ｂ５は、タブＢ５０１や、表示ステータス選択ボタンＢ５０２等
が医師向けになっていること以外は、図１５の業務画面Ｂ１と同様であるため、主な構成
の説明を省略する。
　ここで、患者情報リストＢ５０３におけるオーダブロックＢ５１１（Ｄ１）に新着通知
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表示Ｄ１１及びコメント通知表示Ｄ１２が表示されており、コメントが記入されたオーダ
が届いていることを示している。
【０１３０】
　ユーザ（医師）が、入力装置３５０を介して左上の閉ボタンＢ５２１を選択入力するこ
とで、図３０に示す患者記録画面Ａ１１が表示される。
　あるいは、ユーザ（医師）がオーダブロックＢ５１１を選択入力することで、図１６に
に示すような画面に遷移し、さらに画面右下の編集ボタンが選択入力されることで、図３
０に示す患者記録画面Ａ１１が表示される。
【０１３１】
　なお、ここでは、ユーザ（医師）が、たまたま業務画面Ｂ５を閲覧しているときに、薬
剤師からのコメントが記入されたオーダが届いた場合を示している。しかしながら、患者
記録画面を、ユーザ（医師）が閲覧しているときに、薬剤師からのコメントが記入された
オーダが届いた場合も、同様に該当するオーダブロックＤ１に新着通知表示Ｄ１１及びコ
メント通知表示Ｄ１２が表示され、該当するタブにも新着通知表示Ｅ１０１（図１５）が
表示される。
【０１３２】
（患者記録画面：医師用：Ｓ３０８）
　図３０は、医師用の患者記録画面の例を示す図である。
　図３０に示す患者記録画面Ａ１１は、図１２に示す患者記録画面Ａ１と内容が、ほぼ同
様であるので相違点のみを記述することとする。なお、図３０に示す患者記録画面Ａ１１
は、ワークフローの変更をサーバ１の画面生成処理部１０２が検知すると生成、表示され
る画面である。
　ユーザ（医師）は、図２９のオーダブロックＢ５１１（Ｄ１）に相当する、患者記録エ
リアＡ１１２０のオーダブロックＡ１１２１（Ｄ１）もしくはアシストビューＡ１１３０
のオーダブロックＡ１１３１（Ｄ１）を選択入力する。
【０１３３】
　すると、図３０に示すように、選択入力されたオーダブロックＡ１１２１もしくはオー
ダブロックＡ１１３１に関する情報が詳細情報表示エリアＡ１１４０に表示される。
　それとともに、ワークフローエリアＡ１１５０のコメントエリアＡ１１５２に送信元（
この場合、薬剤師）からのコメントが表示される。
　ユーザ（医師）は、このコメントを確認後、オーダをそのままとするか、変更するか、
中止するかを選択する。
【０１３４】
　オーダをそのままとする場合、ユーザ（医師）は、入力装置３５０を介して、右下のオ
ーダ発行ボタン１１６１を選択入力する。
　オーダを変更する場合、ユーザ（医師）は、入力装置３５０を介してオーダ変更ボタン
Ａ１０６３を選択入力する。すると、図１２に示すように、編集可能な患者記録画面Ａ１
に画面が遷移し、処理対象となっているオーダブロックＤ１の編集が可能となる。
　オーダを中止する場合、ユーザ（医師）は、入力装置３５０を介してオーダ中止ボタン
Ａ１１６２を選択入力する。
　すると、処理対象となっているオーダブロックＡ１１２１，Ａ１１３１のオーダが中止
となる旨の通知が、次のワークフロー（ここでは、看護師）に送られる。
【０１３５】
　なお、ここでは、ユーザ（医師）はワークフローの編集を行っていないため、図２８の
段階で医師の次のワークフローになっている看護師にオーダの中止もしくは変更の通知が
送られるが、図２８と同様の手順を行うことで、医師の次に薬剤師のワークフローを追加
することも可能である。
【０１３６】
（業務画面：看護師用：Ｓ３０９）
　図３１は、看護師用の業務画面の例を示す図である。
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　図３１に示す業務画面Ｂ６は、図１８に示す業務画面Ｂ３と内容が、ほぼ同様であるの
で相違点のみを記述することとする。
　図３１では、患者情報リストＢ６０３において、処方が中止されたオーダブロックＢ６
１１（Ｄ１）が表示されている。なお、処方が中止されたオーダブロックＢ６１１は、他
のオーダブロックＤ１の下に隠れたり、オーダブロックＤ１の列の一番後ろに表示された
りと、目立たない位置に表示されるようにしてもよい。
　ユーザ（看護師）は、オーダブロックＢ６１１を確認することで、該当するオーダが中
止されたことを確認する。なお、オーダブロックＢ６１１には、図３０のコメントエリア
Ａ１１５２で記入されたコメントが存在することを示すコメント通知表示Ｄ１２が表示さ
れている。
【０１３７】
　なお、ここでは、医師の次のワークフローが看護師であるものとして説明しているが、
医師の次のワークフローが薬剤師である場合、薬剤師用の業務画面に同様の内容が表示さ
れる。
　以上で、ワークフローの変更及びオーダの変更に関する説明を終了する。
【０１３８】
［変形例］
（患者記録画面：医師用）
　図３２は、医師用の患者記録画面の変形例を示す図である。
　図３２に示す患者記録画面Ａ１１ａは、患者リストＡ１１６０が各エリアＡ１１１０～
Ａ１１５０と共に表示されている。
　ここで、各エリアＡ１１１０～Ａ１１５０は、図３０と同様であるので説明を省略する
。
【０１３９】
　患者リストＡ１１６０で、特定の患者名が選択されると、各エリアＡ１１１０～Ａ１１
５０に選択された患者の情報が表示される。
　なお、図３２において、患者リストＡ１１６０の一番上にある「日立　Ａ郎」に新規通
知表示Ｈ１０１が表示されているが、これは、この患者の情報（具体的にはオーダ）に新
着情報が来ていることを示している。
【０１４０】
　この図３２は、医師用の患者記録画面Ａ１１ａを示しているが、薬剤師用、看護師用、
放射線技師用の患者記録画面でも同様に患者リストＡ１１６０が表示されてもよい。
【０１４１】
（患者記録画面：看護師用）
　図３３は、看護師用の患者記録画面の例を示す図である。
　図３３に示す患者記録画面Ａ１２は、看護師間で回覧する看護記録のための患者記録画
面である。
【０１４２】
　患者記録画面Ａ１２は、患者記録エリアＡ１２２０の患者記録一覧エリアＡ１２２２に
おいて「看」が記されているレコードには看護記録Ａ１２６１が格納されている。ユーザ
（看護師）が、患者記録一覧エリアＡ１２２２における「看」が記されているレコードを
、入力装置３５０を介して選択入力すると、図３３に示すように、選択入力されたレコー
ドが展開される。そして、展開されたレコードには、格納されていた看護記録Ａ１２６１
が表示される。
【０１４３】
　そして、ユーザ（看護師）が、入力装置３５０を介して、看護記録Ａ１２６１を選択入
力すると、詳細情報表示エリアＡ１２４０に選択入力された看護記録Ａ１２６１の内容が
表示される。
【０１４４】
　また、ワークフローエリアＡ１２５０には、これまでの医師や、薬剤師等が入っている
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ワークフローではなく、看護師のみのワークフローが表示される。ここでのワークフロー
は、看護記録Ａ１２６１の回覧順を示している。その他の構成は、図２１の患者記録画面
Ａ７と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【０１４５】
　なお、看護記録Ａ１２６１や、看護記録の内容が表示されている詳細情報表示エリアＡ
１２４０は、看護師のみならず医師、薬剤師、放射線技師も閲覧可能であるが、編集は看
護師のみが可能である。
　同様に、看護記録Ａ１２６１の回覧順が示されているワークフローは、看護師のみなら
ず医師、薬剤師、放射線技師も閲覧可能であるが、編集は看護師のみが可能である。
【０１４６】
　なお、患者情報エリアＡ１２１０、アシストビューＡ１２３０の内容は、図１２に示す
アシストビューＡ１３０と同様であるので、ここでは説明を省略する。
【０１４７】
［オーダブロックの変形例］
　図３４は、オーダブロックの別の例を示す図である。
　図３４（ａ）は、これまで示してきた形式のオーダブロックＤ１である。
　これに対し、図３４（ｂ）は、ヘッダ部Ｄ２０１が上部に表示されているオーダブロッ
クＤ１ａである。
　このようにすることで、ヘッダ部Ｄ２０１ａに示す情報が多いとき等に対応することが
できる。
【０１４８】
　特許文献１，２に記載の技術によれば、医師からのオーダを患者毎に確認したり、オー
ダの実施の有無を確認したりすることが容易となる。しかしながら、特許文献１，２に記
載の技術では、画面を切り替えて個々のオーダの詳細な内容が表示されると、一覧表示が
表示されなくなる、あるいは、個々のオーダの詳細な内容を表示しているウィンドウの下
に一覧表示が隠れてしまう。従って、再度、オーダの全体を確認したい場合には、オーダ
の一覧表示まで画面を戻すか、オーダの一覧表示のウィンドウを一番上に表示させるよう
にしなければならない。このような動作は、ユーザにとって煩わしいものである。
【０１４９】
　本実施形態に係る画面処理システムＺは、業務種や、画面が切り替えられても共通のオ
ーダブロックＤ１が表示される。このようにすることで、本実施形態に係る画面処理シス
テムＺは、同一人物が異なる業務種の画面を操作する際においても、表示される情報が統
一されるので業務の効率性を向上させることができる。
　また、オーダブロックＤ１がボタンとしても機能することにより、オーダブロックＤ１
に関連する情報表示の操作が容易となる。
【０１５０】
　また、本実施形態に係る画面処理システムＺは、オーダブロックＤ１にオーダブロック
Ｄ１自身が表示可能な作業に関する概要情報の数が表示される。このようにすることで、
本実施形態に係る画面処理システムＺは、ユーザは該オーダブロックＤ１の情報について
、その情報数を容易に確認することができる。
【０１５１】
　さらに、本実施形態に係る画面処理システムＺは、オーダブロックＤ１が展開されて、
表示可能なすべての概要情報を表示することが可能である。このようにすることで、本実
施形態に係る画面処理システムＺは、ユーザは画面を切り替えることなく、オーダの概要
と、詳細とを容易に確認することができる。
【０１５２】
　また、本実施形態に係る画面処理システムＺは、所定の条件に適合するオーダブロック
Ｄ１のリストであるアシストビューが生成、表示される。このようにすることで、本実施
形態に係る画面処理システムＺは、ユーザは条件に適合するオーダブロックＤ１を容易に
確認することができる。
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【０１５３】
　さらに、本実施形態に係る画面処理システムＺは、任意のオーダブロックＤ１が入力装
置３５０を介して選択入力されると、選択入力されたオーダブロックＤ１に関する情報の
内容が表示される詳細情報表示エリアを生成、表示する。このようにすることで、本実施
形態に係る画面処理システムＺは、画面を切り替えることなく、ユーザはオーダブロック
Ｄ１の詳細な内容を容易に確認することができる。
【０１５４】
　そして、本実施形態に係る画面処理システムＺは、オーダブロックの情報を編集可能に
するための編集ボタンを表示し、この編集ボタンが選択入力されると、オーダブロックＤ
１の情報を編集するための編集用画面を生成、表示する。このようにすることで、ユーザ
は、オーダブロックＤ１の情報を容易に編集することができる。
【０１５５】
　また、本実施形態に係る画面処理システムＺは、新規のオーダブロックＤ１もしくは情
報を変更されたオーダブロックＤ１が存在する場合、新規のオーダブロックＤ１もしくは
情報を変更されたオーダブロックＤ１が存在することを示す新着通知表示を生成、表示す
る。このようにすることで、ユーザは、新規のオーダブロックＤ１もしくは情報を変更さ
れたオーダブロックＤ１が存在することを容易に確認することができる。
【０１５６】
　さらに、本実施形態に係る画面処理システムＺは、新規通知表示を非表示とすることが
できる。このようにすることで、頻繁に新着のオーダブロックＤ１を受け取る立場のユー
ザのクライアント端末３において、頻繁に新規通知表示が表示されるのを防ぐことができ
る。
【０１５７】
　また、医療現場では、例えば、医師が薬剤をオーダし、薬剤師が医師のオーダに従って
薬剤を調剤し、看護師が調剤された薬剤を処方するといった流れ（ワークフロー）が存在
する。つまり、上記の場合、ワークフローは医師→薬剤師→看護師となる。
　しかしながら、薬剤師や、看護師が医師に再確認をする等といった、ワークフローの変
更が必要になる場合がある。
【０１５８】
　大病院では個人業務が固定していることが多いので、一般的にワークフローが変更され
ることは少ない。
　しかしながら、中小病院では、前記したように一人のスタッフが異なる業務をこなす必
要性が高いことから、ワークフローが頻繁に変更されることが多い。
【０１５９】
　ここで、本実施形態に係る画面処理システムＺは、医療に係る作業の順番を示すワーク
フローが編集可能に表示されるとともに、ワークフローに関連するコメントを入力可能な
画面を生成、表示する。このようにすることで、本実施形態に係る画面処理システムＺは
、ワークフローの変更に対して柔軟に対処できると共に、ワークフローに対する担当者の
見解を容易に確認することができる。結果として、業務の効率化が可能となる。
【０１６０】
　さらに、本実施形態に係る画面処理システムＺは、ワークフローの設定が可能な人物が
設定されている。このようにすることで、本実施形態に係る画面処理システムＺは、部外
者がワークフローを編集できないようにすることができる。
【０１６１】
　そして、本実施形態に係る画面処理システムＺは、コメントが入力されると、コメント
が入力されたことを示す表示が行われる。これにより、本実施形態に係る画面処理システ
ムＺは、コメントが入力されたことを容易に確認することができる。
【０１６２】
　本発明は前記した実施形態に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。例え
ば、前記した実施形態は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したものであり
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、必ずしも説明したすべての構成を有するものに限定されるものではない。また、ある実
施形態の構成の一部を他の変形例の構成に置き替えることが可能であり、実施形態の構成
に他の変形例の構成を加えることも可能である。
　また、本実施形態の画面処理システムＺは、病院を対象としているが、工場等、その他
の組織に適用されてもよい。
【０１６３】
　また、前記した各構成、機能、各部１００～１０４，３００，３０１、記憶装置１２０
，３２０等は、それらの一部又はすべてを、例えば集積回路で設計すること等によりハー
ドウェアで実現してもよい。また、図２に示すように、前記した各構成、機能等は、ＣＰ
Ｕ１３０，３３０等のプロセッサがそれぞれの機能を実現するプログラムを解釈し、実行
することによりソフトウェアで実現してもよい。各機能を実現するプログラム、テーブル
、ファイル等の情報は、ＨＤ（Hard Disk）に格納すること以外に、メモリ１１０，３１
０や、ＳＳＤ（Solid State Drive）等の記録装置、又は、ＩＣカードや、ＳＤ（Secure 
Digital）カード、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）等の記録媒体に格納することがで
きる。
　また、各実施形態において、制御線や情報線は説明上必要と考えられるものを示してお
り、製品上必ずしもすべての制御線や情報線を示しているとは限らない。実際には、ほと
んどすべての構成が相互に接続されていると考えてよい。
【符号の説明】
【０１６４】
　１　　　サーバ
　２　　　データベース
　３　　　クライアント端末
　１００　サーバの処理部
　１０１　オーダブロック生成処理部（情報ブロック生成処理部）
　１０２　画面生成処理部
　１０３　変換処理部
　１０４　登録部
　２０１　オーダテーブル
　２０２　レイアウトテーブル
　２０４　ワークフローデータ
　３００　クライアント端末の処理部
　３０１　表示処理部
　３５０　入力装置（入力部）
　３６０　表示装置
　Ａ１～Ａ１２，Ａ１１ａ　患者記録画面
　Ａ１３０，Ｂ２３０，Ａ７３０，Ａ８３０，Ａ９３０，Ａ１１３０，Ａ１２３０　アシ
ストビュー（情報ブロック関連エリア）
　Ａ１４０，Ａ３４０，Ｂ２４０，Ａ４４０，Ａ７４０，Ａ８４０，Ａ９４０，Ａ１１４
０，Ａ１２４０　詳細情報表示エリア（情報ブロック関連エリア）
　Ａ１５０，Ｂ２５０，Ａ４５０，Ａ７５０，Ａ８５０，Ａ９５０，Ａ１０５０，Ａ１１
５０，Ａ１２５０　ワークフローエリア（情報ブロック関連エリア）
　Ａ１５１　ワークフロー表示エリア
　Ａ１５２，Ａ８５２，Ａ９５２，Ａ１０５２，Ａ１１５２　コメントエリア
　Ａ１０５５　ワークフロー追加ボタン
　Ｄ１，Ｄ１ａ，Ａ１２７，Ａ１２８，Ａ１３１，Ａ１３１ａ，Ａ１３２，Ａ３０１，Ａ
４１１，Ａ４２１，Ａ７２１，Ａ７３１，Ａ８２１，Ａ８３１，Ａ９２１，Ａ９３１，Ａ
１１２１，Ａ１１３１，Ｂ１２１，Ｂ３１１，Ｂ４１１，Ｂ５１１，Ｂ６１１，Ｃ１４１
，Ｃ１５１，Ｃ１５１ａ　オーダブロック（情報ブロック）
　Ｄ１１，Ｅ１０１，Ｈ１０１　新着通知表示
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　Ｄ１２　コメント通知表示
　Ｄ１０１　情報件数（作業に関する概要情報の数）
　Ｄ１０２　閉ボタン
　Ｄ２０１，Ｄ２０１ａ　ヘッダ部（第１の表示領域）
　Ｄ２０２　情報部（第２の表示領域）
　Ｇ１０１　ワークフロー選択画面

【図１】 【図２】
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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